
 （案） 

業 務 委 託 契 約 書 

 

１ 業務委託名  し尿処理施設解体工事に伴う事前調査及び設計・施工監理等業務

委託 

 

２ 業務委託場所  千葉県印旛郡栄町須賀 1997番地 27 

千葉県印旛郡栄町須賀 1997番地 37 

千葉県印旛郡栄町須賀 1997番地 40 

千葉県印旛郡栄町須賀 1997番地 41 

           

３ 業務委託期間  令和８年４月 日から令和１１年３月３１日まで 

 

４ 業務委託料  金          円 

         （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額      円） 

 

５ 契約保証金  金          円 

 

 

  上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基 

 づいて別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行 

 するものとする。 

  本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和８年４月 日 

 

            発注者  住所 千葉県印旛郡栄町須賀 1997番地 27 

                 氏名 印西地区衛生組合 

                    管理者 橋本 浩 

                       

            受注者  住所  

                 氏名  

                     

                       



 

（総  則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書及び

仕様書（以下「設計図書等」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及

び設計図書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の業務（以下「業務委託」という。）を契約書記載の委託期間の末日

（以下「履行期限」という。）までに完了し、契約の目的物（以下「成果品」という。）を発

注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書記載の業務委託料（以下「業務委託料」という。）

を支払うものとする。 

３ 第１項の規定によるこの約款及び設計図書等に明記されていない事項については、発注者

と受注者とが協議して定める。 

 

（指示等及び協議の書面主義） 

第１条の２ この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解

除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前

項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既

に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 発注者及び受注者は、この契約の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容

を書面に記録するものとする。 

 

 （管理技術者） 

第２条 受注者は、業務委託の履行について技術上の管理をつかさどる管理技術者（当該業務に

関し、主として指揮・監督を行う者をいう。以下同じ。）を定め、発注者に通知するものとす

る。 

 

 （業務工程表） 

第３条 受注者は、契約締結の際、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するもの

とする。 

 

 （契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならな

い。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発

注者に寄託しなければならない。 

（１）契約保証金の納付 

（２）契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 



（３）この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、受注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

（４）この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（５）この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」と

いう。）は、業務委託料の１０分の１以上としなければならない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は

第２０条の５第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでな

ければならない。 

４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保

証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げ

る保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

５ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の１０分の１に達す

るまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求

することができる。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはな

らない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。 

２ 発注者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を

変更することができる。 

３ 受注者が前払金の使用等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎

明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡につ

いて、第１項ただし書の承諾をしなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲

渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類

を発注者に提出しなければならない。 

 

 （再委託の禁止） 

第６条 受注者は、業務委託の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面

により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

 

 （監督職員） 

第７条 発注者は、監督職員を定め、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を

変更したときも同様とする。 



２ 監督職員は、業務委託について指示等その他の方法により、履行状況を監督するものとする。 

 （業務委託の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務委託の処理状況につき調査し、又

は報告を求めることができる。 

 

 （業務委託内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には、業務委託の内容を変更し、又は業務委託を一時中止す

ることができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、

発注者と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

２ 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は必要な経費を負担しなけれ

ばならない。 

 

 （期限の延長） 

第１０条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに業務委託を完

了することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して

履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議し

て定める。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、

履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべ

き事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （損害のために必要を生じた経費の負担） 

第１１条 業務委託の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要

を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由

による場合において、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、そ

の額は発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 （履行遅滞の場合における延滞金等） 

第１２条 受注者の責に帰する理由により、履行期限までに業務委託を完了することができな

い場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、延滞金を徴

収して履行期限を延長することができる。 

２ 前項の延滞金は、業務委託料につき、履行期限の翌日から支払いの日までの期間について、

その日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２

４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の

率を定める件（昭和２４年１２月１２日大蔵省告示第９９１号）において定められている率



（以下「遅延利息の率」という。）の割合を乗じて計算した額とする。 

３ 発注者の責に帰する理由により、第１４条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合に

は、受注者は発注者に対してその支払わない額につき、その期限の翌日から支払いの日までの

期間について、その日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求

することができる。 

 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、業務委託を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了通知書を提

出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の業務完了通知書を受理したときは､その日から１０日以内に成果品につい

て検査を行わなければならない。 

３ 前項の場合において、検査に要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 前項の検査の結果不合格となり､成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞

なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この

場合において、再検査の期日については第２項を準用する。 

５ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは､遅滞なく当該成果品を発注者に引渡すものとす

る。 

 

 （委託料の支払い） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支

払いを請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。 

 

第１５条 削除 

第１６条 削除 

 

（継続費に係る契約の特則） 

第１７条 継続費に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額（以下

「支払限度額」という。）及び支払限度額に対する各会計年度の出来高予定額は、次のとおり

とする。 

年度     支払限度額   出来高予定額 

        令和８年度         円              円 

令和９年度              円              円 

令和１０年度             円              円 

    



２ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を

変更することができる。 

 

（契約不適合責任） 

第１８条 発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも

の（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の

引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者

が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に

履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することが

できる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の

減額を請求することができる。 

（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ

ば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないで

その時期を経過したとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受け

る見込みがないことが明らかであるとき。 

 

（契約不適合責任期間等） 

第１９条 発注者は、引き渡された成果品に関し、第１３条第４項の規定による引渡し（以下こ

の条において単に「引渡し」という。）を受けた日から３年以内でなければ、契約不適合を理

由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条

において「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の

根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６項

において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知

した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請

求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民

法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには

適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 



６ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

７ 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にか

かわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をするこ

とはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りで

ない。 

８ 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の

性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をするこ

とができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知り

ながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 

（発注者の任意解除権） 

第２０条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第２０条の３の規定によるほか、必

要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

 

 （発注者の催告による解除権） 

第２０条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただ

し、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

軽微であるときは、この限りでない。 

（１）正当な理由がないのに、業務委託に着手すべき時期を過ぎても業務委託に着手しないとき。 

（２）契約期間内又は履行期限経過後相当の期間内に業務委託を完了する見込みがないと明ら

かに認められるとき。 

（３）正当な理由なく、第１８条第１項の履行の追完がなされないとき。 

（４）前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第２０条の３ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解

除することができる。 

（１）この契約に関して公正取引委員会が、受注者（受注者が協同組合又は共同企業体（以下「協

同組合等」という。）である場合については、その代表者又は構成員。次号において同じ。）

に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項の規定による措置を命じ、当該

命令が確定したとき、又は独占禁止法第７条の２第１項の規定による課徴金の納付を命じ、

当該命令が確定したとき。 



（２）この契約に関して受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が

刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定し

たとき。 

（３）第５条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 

（４）第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したと

き。 

（５）この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。 

（６）受注者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（７）受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶

する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達する

ことができないとき。 

（８）契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでそ

の時期を経過したとき。 

（９）前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をして

も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

（１０）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与し

ていると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 

（１１）第２１条又は第２１条の２の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

（１２）受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者

をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると

き。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方



としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解

除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第２０条の４ 第２０条の２各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由に

よるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第２０条の５ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた

損害の賠償を請求することができる。 

（１）履行期間内に業務を完了することができないとき。 

（２）この契約の成果品に契約不適合があるとき。 

（３）第２０条の２又は第２０条の３の規定により成果品の引渡し後にこの契約が解除された

とき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能

であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の

１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１）第２０条の２又は第２０条の３の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除された

とき。 

（２）成果品の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事

由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（１）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７

５号）の規定により選任された破産管財人 

（２）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）の規定により選任された管財人 

（３）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合

とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰す

ることができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、

遅延利息の率の割合で計算した額とする。 

６ 第２項の場合（第２０条の３第１０号及び第１２号の規定により、この契約が解除された場

合を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が



行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当するこ

とができる。 

 

（受注者の催告による解除権） 

第２１条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告

をし、その期間内に履行が 

ないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務

の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 

 （受注者の催告によらない解除権） 

第２１条の２ 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

（１）第９条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。 

（２）第９条の規定による業務の中止の期間が履行期間の１０分の５（履行期間の１０分の５が

６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その

一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されな

いとき。 

 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第２１条の３ 第２１条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第２１条の４ 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた

損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の

社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、こ

の限りでない。 

（１）第２１条又は第２１条の２の規定によりこの契約が解除されたとき。 

（２）前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で

あるとき。 

 

 （解除の効果） 

第２２条 この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務

は消滅する。 

２ 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、委託部分の出来形部分

（以下「既履行部分」という。）が可分のものであるときは、当該出来形部分を検査の上、当



該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを

受けた出来形部分に相応する委託料（以下「既履行部分委託料」という。）を受注者に支払わ

なければならない。 

３ 前項の場合において、検査に要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 第１項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

 

（解除に伴う措置） 

第２３条  

１ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、発

注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過

失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用され

ているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償

しなければならない。 

２ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において貸与品があるときは、当該貸

与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は

過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に

代えてその損害を賠償しなければならない。 

３ 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務委託用地等に受注者が

所有又は管理する業務の出来形部分（前条第２項に規定する検査に合格した既履行部分を除

く。）業務委託材料、業務委託に係る機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管

理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、業務

委託用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用（以下この項及び次項において

「撤去費用等」という。）は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めると

ころにより発注者又は受注者が負担する。 

（１）業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第２０条の２、第２０条の３又は第

２０条の５第３項によるときは受注者が負担し、第２０条、第２１条又は第２１条の２によ

るときは発注者が負担する。 

（２）業務委託に係る機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。 

５ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は

業務委託用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該

物件を処分し、業務委託用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合におい

ては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ

ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。 

６ 第１項前段及び第２項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、こ



の契約の解除が第２０条の２、第２０条の３又は第２０条の５第３項の規定によるときは発

注者が定め、第２０条、第２１条又は第２１条の２の規定によるときは、受注者が発注者の意

見を聴いて定めるものとし、第１項後段、第２項後段及び第３項に規定する受注者のとるべき

措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

７ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発

注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

 

（談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第２４条 受注者は、第２０条の３第１号又は第２号のいずれかに相当するときは、発注者がこ

の契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を

発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同

様とする。ただし、同条第１号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項

第３号及び同項第６号に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告

示第１５号）第６項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、

この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金

の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

３ 前２項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を

連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、

代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

 

（業務妨害又は不当要求に対する措置） 

第２５条 受注者は、業務委託の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。 

印西地区衛生組合暴力団排除条例（平成２９年印西地区衛生組合条例第１号）に規定する暴

力団又は暴力団員等若しくは暴力団密接関係者から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、

毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出るこ

と。 

 

（遵守義務違反） 

第２６条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、印西地区衛生組合建設工事等請負業者指

名停止措置要領（平成２９年１月６日施行）の定めるところにより、指名停止の措置を行う。

受注者の再委託業者が報告を怠った場合も同様とする。 

 

 （解除通知の特例） 

第２７条 発注者は、解除権の行使に当たって、受注者とのこの契約を解除する場合において、

受注者の所在を確認出来ないときは印西地区衛生組合公告式条例（昭和３９年印西地区衛生



組合条例第１号）別表に規定する掲示場にその旨を掲示することにより、受注者への通知にか

えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から１４日を経過した

ときに生ずるものとする。 

 

（業務従事者災害等） 

第２８条 受注者は、業務委託の履行に関し生じた受注者の業務委託従事者の災害等について

は、全責任をもって措置し、発注者は、何ら責任を負わない。 

 

 （受注者の法令上の責任） 

第２９条 受注者は、業務委託従事者に係る労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、職業安定

法（昭和２２年法律第１４１号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、労働安全衛生法

（昭和４７年法律第５７号）、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）その他の法令の規定

による労務に関する一切の責任を負わなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第３０条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記

「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（法令遵守） 

第３１条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。 

 

 （補 則） 

第３２条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要

に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するに当

たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなけ

ればならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後

においても同様とする。 

 （受注業務従事者への周知及び監督） 

第３ 受注者は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後におい

てもこの契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周

知させなければならない。また、受注者は、この契約による業務を処理するために取り

扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、当該業務に従事している者に対して必要か

つ適切な監督を行わなければならない。 

 （漏えい、滅失及び毀損の防止等） 

第４ 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その

他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （持ち出しの禁止） 

第５ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務を発注

者が指定した場所で行うものとし、個人情報が記録された資料等を当該場所から持ち

出してはならない。 

 （収集の制限） 

第６ 受注者は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該

業務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなけれ

ばならない。 

 （個人情報の目的外利用・提供の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務の目的以

外の目的のために当該業務に係る個人情報を内部で利用し、又は第三者に提供してはな

らない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第８ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務を処理す

るために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製して

はならない。 

 （再委託の禁止） 

第９ 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては自

ら行うものとし、発注者の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを委託しては

ならない。 



２ 受注者は、個人情報の取扱いを伴う業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、

あらかじめ、再委託先の名称、再委託が必要な理由、再委託する業務の内容、再委託

先に対する管理及び監督の方法その他発注者が必要と認める事項を明らかにした書面

を発注者に提出し、前項の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の規定による再委託を行った場合には、再委託先にこの契約により受

注者が負う一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先による個人

情報の取扱いについて責任を負うものとする。 

４ 受注者は、第２項の規定による再委託を行った場合には、その履行状況を管理し、及

び監督するとともに、発注者の求めに応じて、その管理及び監督の状況を適宜報告し

なければならない。 

 （資料等の返還等） 

第１０ 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受

注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、この契約

による業務の完了後、直ちにそれらを発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただ

し、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

 （調査、指示等） 

第１１ 発注者は、この契約による業務を処理するための受注者による個人情報の取扱

いの態様について随時調査し、又は受注者に対し、必要な指示を行い、若しくは必要

な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

 （事故発生時における報告） 

第１２ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれ

があることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （契約の解除及び損害賠償） 

第１３ 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、

この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者

に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

３ 受注者の故意又は過失を問わず、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反し、

又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者

に対して、その損害を賠償しなければならない。 

 

 

 



一金

設　計

説　明

内　　　　　　　　　　　　　　　　訳

記号 品          名 形　状 ・寸　法 数　量 単　位 単　価 金　　額 備　　考

1 業務価格 1 式

消費税相当額 10 ％

合計

(内訳)

令和８年度 1 式

令和９年度 1 式

令和１０年度 1 式

　設計書用紙

　第　　　号　　     し尿処理施設解体工事に伴う事前調査及び設計・施工監理等業務委託　      設　　計　　書

　　　　　　　　　　　　　円也

・本業務は、現し尿処理施設である衛生センターを解体撤去するため、構造物及び土壌の分析調査を行い、解体計画の作成及び発注
仕様書等を作成し、施工監理をすることを目的とする。

し尿処理施設解体工事に伴う事前調査及び設計・施工監理等業務委託

設       計       書       用       紙 印   西   地   区   衛   生   組   合



設      計       書
（ 単 位 ： 円 ）

記号 品          名 形　状 ・寸　法 数　量 単　位 単　価 金　　額 備　　考

１ し尿処理施設解体工事に伴う設計業務 令和８年度 1 式

２ し尿処理施設解体に係る事前調査業務 令和８年度 1 式

３
印西地区衛生組合衛生センターにおける
地歴調査委託 令和８年度 1 式

４
衛生センターにおける土壌汚染状況調査
業務（表層調査） 令和８年度 1 式

５
衛生センターにおける土壌汚染状況調査
業務（詳細調査） 令和８年度 1 式

６ し尿処理施設解体工事施工監理業務 令和９，１０年度 1 式

業務価格 １から６の合計

№　１／７

設       計       書       用       紙 印   西   地   区   衛   生   組   合

し尿処理施設解体工事に伴う事前調査及び設計・施工監理等業務委託



設      計       書
（ 単 位 ： 円 ）

記号 品          名 形　状 ・寸　法 数　量 単　位 単　価 金　　額 備　　考

１

１）　 解体作業計画等作成業務

① 作業対象設備及び周辺調査 1 式

② 汚染物除去方法及び解体工法の検討 1 式

③ 作業工程案の作成 1 式

④ 解体撤去作業必要機材の選定 1 式

２）　 解体基本設計業務

① 見積仕様書作成 1 式

② 設計図書類作成 1 式

③ 最終工事発注仕様書作成 1 式

④ 各種届書類作成 1 式

⑤ 跡地利用計画検討 1 式

３）　 工事入札関係書類の作成 1 式

４）　 打合せ協議 1 式

５）　 直接経費 交通費・印刷製本費 1 式

６）　 その他原価 1 式

７）　 一般管理費等 1 式

１の合計

№　２／７

し尿処理施設解体工事に伴う設計業務

設       計       書       用       紙 印   西   地   区   衛   生   組   合



設      計       書
（ 単 位 ： 円 ）

記号 品          名 形　状 ・寸　法 数　量 単　位 単　価 金　　額 備　　考

２ し尿処理施設解体に係る事前調査業務

１）　 報告書作成 1 式

２）　 打ち合わせ及び協議 1 式

３）　 直接経費 交通費・印刷製本費 1 式

４）　 その他原価 1 式

５）　 一般管理費 1 式

６）　 構造物調査費

① 現地確認打ち合わせ 1 式

② 現地調査 1 式

③ 分析費 アスベスト 44 検体 施設内・外壁他

④ 報告書作成 1 式

⑤ 交通費 1 式

⑥ 日当 1 式

⑦ 消耗品費 1 式

⑧ 諸経費 1 式

２の計

№　３／７

設       計       書       用       紙 印   西   地   区   衛   生   組   合



設      計       書
（ 単 位 ： 円 ）

記号 品          名 形　状 ・寸　法 数　量 単　位 単　価 金　　額 備　　考

３ 印西地区衛生組合衛生センターにおける地歴調査業務

１）　 報告書作成 1 式

２）　 打ち合わせ及び協議 1 式

３）　 直接経費 交通費・印刷製本費 1 式

４）　 その他原価 1 式

５）　 一般管理費 1 式

６）-1 地歴調査費（直接人件費）

① 打合わせ協議 1 式

② 現地調査 資料収集 1 式

③ 現地調査　 聴取調査・現地踏査 1 式

④ 資料とりまとめ 1 式

６）-2 地歴調査費（直接経費）

① 登記簿購入 1 式

② 空中写真購入 1 式

③ 住宅地図購入 1 式

④ 日当 1 式

⑤ 宿泊費 1 式

⑥ 交通費 1 式

⑦ レンタカー 1 式

６）-3 地歴調査（諸経費） 1 式

３の計

№　４／７

設       計       書       用       紙 印   西   地   区   衛   生   組   合



設      計       書
（ 単 位 ： 円 ）

記号 品          名 形　状 ・寸　法 数　量 単　位 単　価 金　　額 備　　考

４ 土壌汚染状況調査（表層調査）

１）　 報告書作成 1 式

２）　 打ち合わせ及び協議 1 式

３）　 直接経費 交通費・印刷製本費 1 式

４）　 その他原価 1 式

５）　 一般管理費 1 式

６）-1 表層調査費（直接人件費）

① 測量・マーキング 12 地点

② コアカッター作業 12 地点

③ ボーリング作業 46 地点 ０．５ｍ×４６地点

④ 復旧作業 46 地点

⑤ 現場管理費 5 日

６）-2 地歴調査費（直接経費）

① 日当 1 式

② 宿泊費 1 式

③ その他経費 1 式 機材運搬費等

６）-3 土壌調査費（分析費用）

① 溶出量試験（第二種(重金属)９項目） 46 検体 ９項目×４６地点

② 含有量試験（第二種(重金属)９項目） 46 検体 ９項目×４６地点

６）-4 データ整理・報告書作成 1 式

６）-5 諸経費 1 式

４の計

№　５／７

カドミウム、六価クロム、シアン、水
銀、セレン、鉛、砒素、フッ素、ホウ
素

設       計       書       用       紙 印   西   地   区   衛   生   組   合



設      計       書
（ 単 位 ： 円 ）

記号 品          名 形　状 ・寸　法 数　量 単　位 単　価 金　　額 備　　考

５ 土壌汚染状況調査（詳細調査）

１）　 報告書作成 1 式

２）　 打ち合わせ及び協議 1 式

３）　 直接経費 交通費・印刷製本費 1 式

４）　 その他原価 1 式

５）　 一般管理費 1 式

６）-1 表層調査費（直接人件費）

① 測量・マーキング 0 地点

② コアカッター作業 6 地点

③ ボーリング作業 60 ｍ １０ｍ×６地点　

④ 復旧作業 60 ｍ １０ｍ×６地点

⑤ 現場管理費

６）-2 地歴調査費（直接経費）

① 日当 1 式

② 宿泊費 1 式

③ その他経費 1 式 機材運搬費等

６）-3 地歴調査費（分析費用）

① 溶出量試験（第二種(重金属)４項目）
（第二種４項目（鉛、ヒ
素、フッ素、ほう素）

60 検体 ４項目×６０地点

６）-4 データ整理・報告書作成 1 式

６）-5 諸経費 1 式

５の計

№　６／７

設       計       書       用       紙 印   西   地   区   衛   生   組   合



設      計       書
（ 単 位 ： 円 ）

記号 品          名 形　状 ・寸　法 数　量 単　位 単　価 金　　額 備　　考

６

１）　 現場管理業務（社外業務）

① 　工事打ち合わせ及び協議 1 式

② 　定例会議出席 1 式

③ 　施工状況確認及び現場検査 1 式

④    完了検査 1 式

２）　 現場外管理業務（社内業務）

① 　工事関係書類審査 1 式 入札時の書類の審査等を含む

② 　その他書類作成 1 式

３）　 直接経費 交通費・印刷製本費 1 式

４）　 　その他原価 1 式

５）　 　一般管理費等 1 式

６の計

№　７／７

設       計       書       用       紙 印   西   地   区   衛   生   組   合

し尿処理施設解体工事施工監理業務



 

 

 

 

し尿処理施設解体工事に伴う 

事前調査及び設計・施工監理等業務委託 

 

 

 

 

委  託  仕  様  書 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

 

 

 

 

 

 

 

印西地区衛生組合



第１章 総  則 

 

 

第１節 業務の目的 

本業務は印西地区衛生組合(以下『発注者』という)衛生センターの解体工

事を実施するにあたり、事前調査として各処理設備等のアスベスト測定等の

事前調査及び敷地土壌の汚染状況等の把握を行い、解体撤去工事における施

工計画の立案、基本設計等の業務を行う。また解体工事が適正に行われるよ

う監理することを目的とする。 

 

第２節 委託業務名 

   し尿処理施設解体工事に伴う事前調査及び設計・施工監理等業務委託 

                                

第３節 （１）履行場所 

     千葉県印旛郡栄町須賀１９９７番地２７ 

千葉県印旛郡栄町須賀１９９７番地３７ 

千葉県印旛郡栄町須賀１９９７番地４０ 

千葉県印旛郡栄町須賀１９９７番地４１ 

（２）解体対象施設 

  印西地区衛生組合 衛生センター 

 

第４節 業務委託期間 

    (1)着手予定日  契約締結日 

   (2)完了予定日  令和１１年３月３１日 

 

第５節 業務内容 

   『第２章 業務内容』に記載する内容とする。 

 

第６節 費用の負担 

   本委託業務に伴う必要な費用は全て受注者の負担とする。 

 

第７節 中立性の保持 

   受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなけれ

ばならない。 

 

第８節 秘密保持の義務 

   受注者は、本委託業務の遂行上、知り得た事項を第三者に漏らしてはなら

ない。 

 



第９節 配置技術者等 

   受注者は、本業務入札日において直接雇用している十分な経験を有する

管理技術者（技術士：総合技術監理部門－衛生工学又は衛生工学部門－廃

棄物関連の選択科目の資格を有する者 1 人）、照査技術者（技術士：機械

部門の資格を有する者 1 人、一級建築士及び一般建築物石綿含有建材調査

者の資格を有する者 1 人）及び、担当技術者（一級建築士 1 人）を配置

し、秩序正しく業務を遂行しなければならないもとのし、上記以外への資

格要件等の変更について、受注後においてやむを得ない事情がある場合を

除いて、原則認めないものとする。 

 

第１０節 届 出 等 

(1) 受注者は、業務の着手に際し、発注者に次の書類を提出しなければなら

ない。 

    ① 着手届           

    ② 業務工程表       

    ③ 配置技術者届（資格者証、雇用を証明できる書類を含む） 

(2) 受注者は、業務の完了に際し、発注者に次の書類を提出しなければなら

ない。 

    ① 完了届         

    ② 請求書         

(3) その他発注者が求める図面等必要書類 

 

第１１節 資料の貸与 

   本委託業務実施に関し、発注者が所有する資料は所定の手続きにより貸与

する。また、貸与された資料は業務完了後、速やかに返却するものとする。 

 

第１２節 業務の変更等 

   発注者の都合により本委託業務の内容の一部を変更することができる。又、    

委託業務に変更を生じた場合は、委託料及び業務期間について別途協議して

決定するものとする。 

 

第 1３節 関係法令の遵守 

受託者は、本委託業務の実施にあたり、関係法令、政令、条例、規則等

を遵守しなければならない。 

 

第 1４節 疑義の解決 

   本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又は、仕様書に定めの

ない事項については、受注者は独自の解釈により業務を進めることなく、発

注者と協議して決定するものとする。 



第 1５節 審  査 

   受注者は、業務完了時に、発注者に完了届を提出し、審査を受けなければ

ならない。また、業務完了後において、明かに乙の責に伴う業務のかしが発

見された場合、受注者は直ちに本委託業務の修正を行なわなければならない。 

 

第 1６節 業務の完了 

受注者は、本委託業務の審査に合格後、本仕様書に指定された提出図書一

式を納品し、発注者の検査合格をもって業務の完了とする。 

 

第 1７節 成 果 品 

   受注者が、発注者に提出する成果品及び部数は、次のとおりとする。 

１．解体工事事前調査等報告書            Ａ４版 ２部 

２．同上  解体作業計画書             Ａ４版 ２部 

３．同上  施設解体工事見積仕様書         指示する部数 

４．同上  解体工事基本設計図書類 

 ①解体工事発注仕様書               指示する部数 

②解体工事設計書（金入、金抜）          指示する部数 

   ５．地歴調査報告書                 Ａ４版 ２部 

   ６．監理報告書                   Ａ４版 １部 

７．１～６のデータ 電子媒体（CD－R 等）           １式                    



第２章    業務内容 

 

第１節 解体撤去対象施設事前調査業務 

 １．事前調査 

解体工事設計のための基礎資料とすることを目的に、本施設に使用された

アスベスト含有部材等について調査する。調査は、建設当時の完成図書等

（改造工事含む）を精査することによるものとする。その上で、試料を採取

し分析を行うこと。 

   測定箇所については発注者の指示を基本とするが、現場確認の上発注者と

受注者協議のうえ決定する。 

 

 （１）アスベスト   ４４検体 

 

 ２．解体撤去対象施設事前調査報告書の作成 

   以下の項目に従って、調査報告書を作成すること。 

  （1）事前調査概要 

  （2）事前調査結果 

  （3）サンプリング位置及び状況写真 

 

第２節 地歴調査等 

本業務は、土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）に基づき、土地利

用歴を調査し、有害物質による土壌汚染のおそれの把握と分類を行うこと。 

１．資料調査 

住宅地図や航空写真、公図の写し等の資料により、調査対象地における過

去の土地利用履歴を把握する。また、有害物質による汚染の可能性等につい

て評価を行うこと。 

２． 聴取調査・現地調査 

資料調査において、有害物質による土壌汚染のおそれを推定するために有

効な情報を把握するまでに至らない用地については、必要に応じて聴取調

査・現地調査を行うこと。 

３．土壌汚染のおそれの把握と分類  

１及び２の調査で把握した情報から、試料採取等の対象とすべき特定有害

物質の種類を特定し、調査対象地の土壌汚染のおそれの由来に応じた区分の

分類を行うこと。 

４．調査は、環境省が定める土壌汚染対策法に基づく指定調査機関で、当該履

行場所を調査することが認められており、土壌汚染調査技術管理者を選任し

ている機関で実施すること。 

 ５．計画上必要な土壌汚染の把握のために行う必要な分析業務について、当組

合からの指示等により、設計書にある検体数の増減や採取方法に変更がある



場合には、契約変更を行うものとする。 

 

第３節 解体基本設計業務 

 １．解体作業計画等作成業務 

（1）作業対象設備及び周辺調査 

既存施設の図面等を基に、解体撤去対象設備等工事対象の範囲を確認す

ること。 

①運転設備（焼却炉等）の調査（養生の必要性等） 

②電気設備、排気・排水設備の調査（容量及び性能等） 

③廃棄物保管場所の確認 

④その他関係施設及び付帯工事の確認（仮設建設物の設置場所・施設

周辺取水設備の撤去等） 

 

  （2）汚染物除去方法及び解体撤去工法の検討 

     解体撤去工事における汚染物の除去方法及び解体工法についての検討

を行い、作業工程及び設計の条件としてまとめること。 

 

  （3）作業工程案の作成 

以下の工程についての案を作成すること。 

①解体対象設備及び周辺設備調査期間 

②アスベスト等サンプリング作業、分析期間 

③追加サンプリング作業期間 

④足場等仮設機器（足場の設置、養生等）準備期間 

⑤汚染物除去工事期間 

⑥汚染物搬出作業期間 

⑦解体作業 

⑧高規格堤防特別管理区域に指定されている組合敷地における工事の

施工方法 

⑨解体物搬出作業期間 

⑩足場等仮設機器（足場の設置、養生等）の撤去作業期間 

⑪環境調査期間 

 

  （4）解体撤去作業必要機材の選定 

解体撤去作業を実施するにあたり、作業関係者の保護及び施設周辺地域

の環境保全のために必要となる機材の選定を行うこと。 

 

（5）跡地利用計画検討 

   施設解体撤去後の建屋及び敷地内の有効利用方法について、発注者と十

分な協議を行った上で検討を行うこと。 



   また、この検討結果に基づき、本解体工事と同時に発注が可能と判断さ

れた場合は、事項 2の解体基本設計業務に反映すること。 

    

2．解体基本設計業務 

（1）見積発注仕様書の作成 

     事前調査結果及び作業計画をもとに、周辺環境に与える影響が少な

く、効率的な解体撤去工事内容を検討するため、対象施設の設備内容

を明確にした、見積発注仕様書を作成すること。 

    見積発注仕様書の内容は概ね下記のとおりとする。 

①総 則 

②汚染物撤去要領書 

③解体撤去要領書 

④解体撤去工事数量 

⑤見積書記載要領 

⑥特記事項 

   ⑦必要図面 

 

（2）設計図書類の作成 

徴収した見積設計図書に基づき、解体撤去工事発注に必要となる設計図

書類を作成すること。 

 

  （3）最終工事発注仕様書の作成 

     見積設計図書の検討結果をもとに、発注者と十分に協議を行ったう

えで、見積徴収時よりも工事内容等を明確にした、解体撤去工事発注に

付するための（最終）工事発注仕様書を作成すること。 

     また、この（最終）工事発注仕様書に基づき、設計図書類の見直し

も行うこと。 

 

（4）各種届出関係書類の作成 

この業務において、関係官公庁等への許可申請、報告、届出等の必要が

ある場合には、書類の作成及び手続きは受注者の経費負担により速やかに

受注者が行い、発注者に報告すること。受注者は必要に応じて関係機関へ

の提出及び協議に随行すること。なお、必要な許可申請は一覧表にして事

前に提出すること。 

 

 

第４節 解体撤去工事現場監理業務 

１. 施工監理業務方法 

工事期間中における施工監理方法は、重点施工監理とする。 



 

２．現場工事期間 

現場工事期間は、概ね１２ヵ月間とする。 

 

３．現場施工監理内容 

現場施工監理内容は、以下の内容を実施すること。 

   (1) 工事打合せ及び協議、工程管理 

   (2) 工事状況確認及び検査 

     (3) 工事関連図書審査 

    (4) 完了検査立会 

 

４．現場施工監理の体制 

現場施工監理における監理の体制は、概ね下記のとおりとする。 

(1) 主任監督員（担当技術者）    

頻度：1 人以上／月 程度 

(2) 監督員（担当技術者又は担当補佐）      

頻度：2 人以上／月 程度 

 

第５節 解体撤去工事現場外監理業務 

１.入札時の書類の審査 

(1)解体業者等から提出された、質問に関する回答書作成の支援を行う。 

 (2)解体業者等より提出された、見積設計図書等が公告及び水準書等と適合

しているか審査を行い、審査結果を発注者に報告すること。 

 

２．工事関係書類の審査 

施工者が組合に提出する工事関係書類について内容を精査し、組合及び施

工者と協議を行い、建設工事が円滑に実施されるようにすること。 

 

２．工事精算設計書等の作成 

本工事において、組合と受託者及び施工者間との協議の結果、工事内容等

の変更が生じた場合、必要に応じて、その変更内容に伴う精算設計書等を作

成すること。 

 

３．工事監理日誌等必要書類の作成 

本工事において、発注者と受託者及び施工者間との協議の結果、施工監理

業者として必要となる書類については、その都度作成し提出すること。 

 

 

－以  上－ 
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